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宮 崎 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 十 一 月 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 七 十 五 号

宮 崎 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎 県 規 則 第 三 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 十 八 条 第 一 項 中 「 法 人 設 立 等 の 届 出 書 」 を 「 法 人 設 立 （ 設 置 ）

届 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 法 人 の 変 更 届 出 書 」 を 「 法 人 異 動 届 」

に 改 め る 。

第 五 十 六 条 の 二 第 一 項 中 「 納 期 限 延 長 申 請 書 」 を 「 県 た ば こ 税 の

納 期 限 の 延 長 申 請 書 」 に 改 め る 。

第 百 条 第 三 項 中 「 軽 油 引 取 税 免 除 （ 還 付 ） 申 請 書 」 を 「 軽 油 引 取

税 納 入 免 除 （ 還 付 ） 申 請 書 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 百 四 十 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別 記 様 式 第 百 四 十 二 号 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別 記 様 式 第 百 六 十 一 号 の 五 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別 記 様 式 第 二 百 十 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
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別 記 様 式 第 二 百 十 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 用 紙 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 宮 崎 県

税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所

要 の 事 項 を 適 宜 補 正 し て 使 用 す る こ と が で き る 。
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